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福知山市雨水貯留槽設置補助金交付規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、雨水の流出抑制及び有効利用を図るため、雨水貯留槽を設置

する者に対し、予算の範囲内において福知山市雨水貯留槽設置補助金（以下「補

助金」という。）を交付することに関し、福知山市補助金交付規則（昭和２８年福

知山市規則第５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において「雨水貯留槽」とは、建物の屋根に降った雨水を雨どい

から分岐器具を介して貯留する設備であって、雨水の貯水量が１００リットル以

上の市販されているものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をいずれも満た

す者とする。 

⑴ 福知山市公共下水道事業計画区域（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

４条第１項の規定により公共下水道の事業計画を定めた区域）のうち雨水排水

区域に建物を所有又は使用（建物の所有者の同意を得ている場合に限る。）して

いる者であって、当該建物に雨水貯留槽を設置するものであること。 

⑵ 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を完納している者であるこ 

と。 

 ⑶ 福知山市暴力団排除条例（平成２４年福知山市条例第１７号）第２条第３号 

  に規定する暴力団員等又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

 



（補助対象基数） 

第４条 補助金の交付対象となる雨水貯留槽の基数は、その者が所有又は使用して

いる建物１戸につき１基とする。この場合において、複数の建物を所有又は使用

している場合は、そのうちの１基とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、雨水貯留槽（附属品を含む。）の購入に要する費用の額（配

達及び設置に要する費用の額を除き、消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額

及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される額に

同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。）を含む。）の４分の３に相当する額と 

し、１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただ

し、４０,０００円を上限とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、福知山市

雨水貯留槽設置補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

雨水貯留槽の購入前に福知山市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に

提出しなければならない。 

⑴ 購入する雨水貯留槽の見積書の写し 

 ⑵ 建物の位置図 

⑶ 建物の配置図に雨水貯留槽の設置箇所を示した図面 

⑷ 雨水貯留槽の設置箇所の現況写真 

⑸ 建物所有者の同意書（申請者が借家人である場合に限る。） 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及

び必要に応じて現地検査を行い、適当と認めたときは福知山市雨水貯留槽設置補

助金交付決定通知書（別記様式第２号）により当該申請者に通知し、不適当と認

めたときは福知山市雨水貯留槽設置補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）

により当該申請者に通知するものとする。 



２ 管理者は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があ

ると認めるときは、条件を付すことができる。 

（変更申請等） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「交付

決定者」という。）は、補助の対象となる雨水貯留槽を設置する事業（以下「補助

事業」という。）の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに福知山

市雨水貯留槽設置補助金交付変更（中止）申請書（別記様式第４号）を管理者に

提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、福知山市雨水貯留槽

設置補助金変更（中止）承認決定通知書（別記様式第５号）により当該交付決定

者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに福知山市雨水貯留槽

設置補助金実績報告書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、管理者に

提出しなければならない。 

⑴ 購入した雨水貯留槽の領収書の写し 

⑵ 設置後の現況写真 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１０条 管理者は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、

及び必要に応じて現地検査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、福知山市雨水貯

留槽設置補助金交付額確定通知書（別記様式第７号）により当該交付決定者に通

知するものとする。  

（補助金の交付請求） 

第１１条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに福知山

市雨水貯留槽設置補助金交付請求書（別記様式第８号）を管理者に提出しなけれ

ばならない。 

 



（補助金の交付） 

第１２条 管理者は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付

するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

⑵ 補助金を目的以外の用途に使用したとき。 

 ⑶ この規程の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

２ 管理者は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、福知山市

雨水貯留槽設置補助金交付決定取消通知書（別記様式第９号）により当該交付決

定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 管理者は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分に対して既に補助金を交付しているときは、福

知山市雨水貯留槽設置補助金返還命令書（別記様式第１０号）により期限を定め

てその返還を命ずるものとする。 

（雨水貯留槽の管理義務及び処分権限） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は、設置した雨水貯留槽を常に良好な状態で管

理し、雨水の流出抑制及び有効利用に努めなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の日から５年を経過する日までは、

管理者の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（補則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、管理

者が別に定める。 

 

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に廃止された福知山市雨水貯留槽設置補助金交付要綱

（平成２３年福知山市告示第６４号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２５年３月１５日ガス水道部管理規程第１９号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の福知山市雨水貯留槽設置補助金交付規程の規定は、こ

の規程の施行の日以後にされる補助金の交付申請について適用し、同日前にされ

た補助金の交付申請については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月２７日上下水道部管理規程第４号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の福知山市雨水貯留槽設置補助金交付規程の規定は、こ

の規程の施行の日以後にされる補助金の交付申請について適用し、同日前にされ

た補助金の交付申請については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年８月２１日上下水道部管理規程第１号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２７年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の福知山市雨水貯留槽設置補助金交付規程の規定は、平

成２７年４月１日以後の補助金の交付申請について適用し、同日前の補助金の交

付申請については、なお従前の例による。 

 


